
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

平

成

二

十

六

年

五

月

十

三

日 
 

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会 
 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
制
定
時
に
国
会
修
正
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
改

正
等
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
は
じ
め
と
す
る
必
要
な
措
置
（
附
則
第
六
条
第
一
項
）
、
及
び
、
本
法
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
講

ず
る
も
の
と
さ
れ
る
必
要
な
措
置
（
附
則
第
六
条
第
二
項
）
に
係
る
検
討
条
項
に
関
し
、
制
定
時
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
に
鑑

み
、
早
急
に
結
論
を
得
る
よ
う
更
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

二 

福
島
第
一
原
発
事
故
発
生
後
三
年
を
経
て
、
な
お
完
了
ま
で
時
間
を
要
す
る
と
さ
れ
る
東
京
電
力
に
よ
る
被
災
者
へ
の
損

害
賠
償
に
関
し
、
本
年
一
月
に
認
定
さ
れ
た
新
・
総
合
特
別
事
業
計
画
に
従
い
、
損
害
賠
償
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
可

能
と
す
る
た
め
の
万
全
の
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

機
構
が
新
・
総
合
特
別
事
業
計
画
に
基
づ
い
て
東
京
電
力
株
式
の
売
却
等
に
よ
り
そ
の
議
決
権
の
段
階
的
な
低
減
を
実
施

し
て
い
く
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
電
力
に
よ
る
福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
作
業
の
実
施
状
況
や
そ
の
た
め
の
体
制
整
備
の
在
り

方
に
関
し
、
機
構
の
運
営
委
員
会
及
び
廃
炉
等
技
術
委
員
会
に
よ
る
適
切
か
つ
十
分
な
検
証
・
評
価
を
踏
ま
え
て
進
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

  



四 

今
後
長
期
に
わ
た
る
事
故
炉
の
廃
止
措
置
を
着
実
に
進
め
る
た
め
、
原
子
力
技
術
を
支
え
る
新
た
な
研
究
者
や
技
術
者
の

育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
現
場
作
業
を
通
じ
て
技
術
の
伝
承
を
図
る
な
ど
熟
練
し
た
作
業
員
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、

国
内
外
の
英
知
を
結
集
し
て
過
酷
な
環
境
下
に
お
け
る
廃
炉
作
業
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
技
術
の
開
発
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五 

機
構
の
業
務
に
「
廃
炉
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
」
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
廃
炉
関
係
業
務
の
実
施
を
通
じ
て
集

積
さ
れ
る
技
術
及
び
知
見
が
内
外
の
原
子
炉
の
廃
炉
に
際
し
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の
機
構
の
体
制
整
備
を
図
る
こ

と
。
ま
た
、
損
害
賠
償
支
援
業
務
に
係
る
も
の
も
含
め
、
機
構
の
業
務
に
関
し
内
外
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
適
時
適
切

な
情
報
の
公
開
を
進
め
る
こ
と
。 

 

六 

福
島
第
一
原
発
に
お
い
て
現
在
に
至
る
ま
で
汚
染
水
の
漏
洩
が
相
次
ぎ
、
収
束
の
兆
し
が
見
ら
れ
な
い
状
況
を
踏
ま
え
、

早
急
か
つ
確
実
に
汚
染
水
を
封
じ
込
め
る
環
境
が
達
成
で
き
る
よ
う
、
東
京
電
力
に
対
し
て
厳
し
く
指
導
・
監
督
を
行
う
と

と
も
に
、
国
費
を
投
じ
て
実
施
す
る
遮
水
壁
の
構
築
等
の
施
策
を
迅
速
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
。 

 

七 

福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
作
業
に
つ
い
て
は
、
高
線
量
下
で
行
わ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
労
働
環
境
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
関

係
省
庁
と
機
構
と
の
十
分
な
連
携
・
協
力
に
よ
り
、
現
場
作
業
員
の
労
働
環
境
及
び
就
労
条
件
の
改
善
が
達
成
さ
れ
る
た
め

の
監
督
体
制
の
拡
充
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

八 

機
構
が
行
う
研
究
開
発
は
、
基
本
的
に
研
究
開
発
の
企
画
を
想
定
し
、
国
際
廃
炉
研
究
開
発
機
構
や
日
本
原
子
力
研
究
開

発
機
構
な
ど
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
行
い
、
原
子
力
事
業
者
が
納
付
す
る
一
般
負
担
金
の
過
度
な
増
大
を
招
く
こ
と
の
な

い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


